
＜目次＞

①

②

③

④

⑤

①

令和６年度税制改正の大綱が公表されました。

【改正内容】

【いつから適用？】

この改正は、令和６年１０月１日以後の解約から適用される予定です。

令和６年度税制改正大綱（令和５年１２月２２日閣議決定）（抜粋）は下記URLよりご確認ください。

中小企業庁ホームページ：

情報配信専用e-mail：news@nagahamasci.or.jp

中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」商品公募県内商談会の開催について

「補助金獲得のイロハ＆実践セミナー」開催のお知らせ

労働保険委託事業所の皆さまへ　　『労災保険特別加入「給付基礎日額」の変更について』

「あなたもなかま～こどもまんなか社会～」開催！　長浜市こども若者応援課からのお知らせ

長浜市商工会からのお知らせ 

令和6年2月15日（第60号）

TEL：0749-78-2121

FAX：0749-78-1300 

中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について

その中で、中小事業者の多くに影響を与える改正項目として、「倒産防止共済掛金の損金算入の制
限」があります。

大綱によりますと、倒産防止共済を解約してから２年間は、倒産防止共済に再加入しても、掛金が損
金算入出来なくなるようです。（令和６年１０月以降に解約されるものから適用）

倒産防止共済は、累計800万円まで掛金を拠出することができ、掛金は全額損金に参入することが出
来ます。

令和６年度の税制改正にて、倒産防止共済を解約してから再加入した場合、解約後２年以内に支出し
た掛金については損金算入することが出来なくなります。

今後は、解約した年度から翌事業年度までの倒産防止共済の再加入には注意が必要ですので、解
約時期や加入時期などを検討されてからこの制度を利用されることをお勧めします。

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf

今までは解約した年に再加入し、１年間分の掛金を前納し損金に算入することで解約で出た利益を抑
えることが出来ましたが、今後は解約してから２年間は損金に算入したければ加入を待つ必要があり
ます。

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf


②

現在ご加入の労災保険の特別加入制度につき、新年度からの「給付基礎日額」について変更を

希望される場合は、令和６年3月22日（金曜日）までに各地区担当者までご連絡ください。

※ 「給付基礎日額」の変更については、年度の途中での変更はできません。

※ また従来通り4月にお送りする労働保険の年度更新時でも変更は可能です。

しかし年度更新書類を滋賀労働局が受理する7月上旬頃までに労災が

発生した場合は、変更前の日額が適用されますのでご注意ください。

③

【日時および場所 】 

米原会場： 令和６年３月５日(火)　10:00～18:00

　滋賀県立文化産業交流会館 第 2 会議室 (米原市下多良二丁目 137) 

大津会場： 令和６年３月６日(水)　10:00～18:00 

　ピアザ淡海３階 301 会議室 （大津市におの浜 1-1-20）

※各事業者様約 20 分間の個別商談形式

【実施概要および申し込み】

滋賀県ホームページ：

実施概要：

④

補助金制度、情報収集の仕方から、申請書作成のポイントと、

採択されるコツを学びましょう！

「ここ滋賀」では、店舗での商品販売に加え、県内の事業者様による催事販売や ワークショップの開
催、さらには首都圏の百貨店などでの拠点外販売や EC サイト 「ここ滋賀オンラインショップ」での販
売などを通じて、県産品の魅力を積極的に 発信されています。

労働保険委託事業所の皆さまへ　　『労災保険特別加入「給付基礎日額」の変更について』

労働保険事務組合　長浜市商工会

滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」商品公募県内商談会の開催について

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5449662.pdf

https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/cocoshiga/325694.html

このほど、「ここ滋賀」取扱商品の一層の充実を目的として、店舗運営事業者によ る県内商談会が開
催されることになりましたので、関心をお持ちの方はご応募をお願いします。

実施概要は、滋賀県ホームページに掲載しています。下記ホームページをご確認 のうえ、お申し込み
ください。 また、今回の商談会へのご参加が難しい場合でも、取扱商品は随時公募をしてい ます。
ホームページ記載の商品募集要項をご覧のうえ、ご提案をお願いします。

「補助金獲得のイロハ＆実践セミナー」開催のお知らせ

補助金を獲得して販路拡大、商品

開発、新事業に取り組もう！

https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/cocoshiga/325694.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/cocoshiga/325694.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/cocoshiga/325694.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/cocoshiga/325694.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/cocoshiga/325694.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/cocoshiga/325694.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5449662.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5449662.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5449662.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5449662.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5449662.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5449662.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/cocoshiga/325694.html


【開催日】 ２０２４年３月２１日（木）

【対象者】 補助金利用を考える事業者 ・ 個人事業主（創業予定者含む）

【定員】 ２０社

【会場】 長浜ビジネスサポートセンター　フューチャールーム

長浜市高田町１２－３４

【内容】 第１部 補助金のイロハ入門編 １３：３０～１４：２０

第２部 補助金獲得の実践編 １４：３０～１６：００

※ 第１部、第２部どちらか片方の参加でも可能です。

セミナー終了後、今別相談可能です。（先着順）

【参加申込】 長浜ビジネスサポート協議会まで、メール若しくはQRコードよりお申込みください。

メール申込フォーム（長浜ビジネスサポート協議会ホームページ）：

⑤

こどもを取り巻く長浜市の環境はどうあると良いだろう？　こどもの視点になってみよう！

内容： 講演＆交流会

日時 ・ 会場： ２０２４年２月２３日（金、祝）　　

　１０：００～１２：００

さざなみタウン多目的ホール　

（長浜市高田町１２－３４）

対象： 👶子育て中の方

👶子育てを応援したい方

👶子育て支援活動者

👶子育て支援活動に関心のある方

参加費： 無料

定員： ６０名

申込（要予約）：

長浜市こども若者ホームページ：

https://nagahamabiz.com/archives/1235

「あなたもなかま～こどもまんなか社会～」開催！　長浜市こども若者応援課からのお知らせ

この研修会では、「こどもまんなか社会」を進めるために、私たち一人ひとり、そして長浜のみんなで、
どんなことに取り組むと良いだろうか？を学び、考える時間を作ります。これからのより良い未来をつく
るため、ぜひご参加ください！

長浜市こども若者応援課ホームページ内
「申し込みフォーム」または右のQRコードか
らお申し込みください。

https://www.city.nagahama.lg.jp/0000013689.html

申込フォーム

QRコード
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